
 

東松山都市計画地区計画の変更（嵐山町決定） 

 

東松山都市計画花見台地区地区計画を次のように変更する。 

名    称 花見台地区地区計画 

位    置 嵐山町花見台、大字勝田字油面、字新田坊の各一部 

面    積 約１００．４ha 

地区計画の目標 

本地区は、嵐山町北部に位置し、関越自動車道嵐山小川インターチェン

ジから東に約１．５ｋｍと広域交通に優れた特性を持つ、工業生産拠点と

して位置づけられた地区である。 

地区の整備・開発にあたっては、周辺の自然環境と調和を図りながら、

基盤整備による良好な生産環境を創出するために、適正かつ合理的な土地

利用を図ることを目的とする。 

区 域 の 整

備・開発及

び保全の方

針 

土 地 利 用 に 

関 す る 方 針 

 本地区の土地利用については、生産活動及び周辺に及ぼす影響を考慮

し、適正かつ合理的な土地利用を図り、工業生産基盤として工業地の形成

を図る。 

地区の環境形成にあたっては、質の高い良好な環境を保持するために公

園、公共緑地などを配置し、周辺の自然と調和に配慮した土地利用を図る。 

 また、公共施設用地については、地区内外のサービス機能施設としての

利用も図る。 

地 区 施 設 の 

整 備 の 方 針 

Ａ－１地区 

本地区には既に、幹線道路（幅員１６ｍ）、区画道路（幅員９～１２ｍ）、

公園、緑地、調整池等が整備されていることから、これらの機能が損なわ

れないように維持、保全を図る。 

また、既分譲緑地については、緑地としての保全に努め、敷地内の、特

に道路沿いについては、外壁の後退により生み出された部分を、グリーン

ベルトとして活用し、緑化による環境整備に努める。 

 

Ａ－２地区 

本地区には既に、緑地等が整備されていることから、これらの機能が損

なわれないように維持、保全を図る。 

また、敷地内の、特に道路沿いについては、外壁の後退により生み出さ

れた部分を、グリーンベルトとして活用し、緑化による環境整備に努める。 

 

Ｂ地区 

 周辺の自然環境との調和を図るため、公園、緑地、調整池を設け、外周

に緩衝緑地帯を配置し、高木植栽に努め、緑化による環境を整備し、維持

管理に努める。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

Ａ－１地区 

 建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制

限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限

を加えることにより、良好な工業環境の保全を図る。 

 敷地内は、環境の美化に努め、空地（資材置場、駐車場、道路、その他

告示年月日（変更） 
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工場施設を除く。）については、植栽等により表土の保全を図り、良好な

環境の維持に努める。 

 

Ａ－２地区 

 建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を加えることにより、良

好な工業環境の保全を図る。 

 敷地内は、環境の美化に努め、空地（資材置場、駐車場、その他工場施

設を除く。）については、植栽等により表土の保全を図り、良好な環境の

維持に努める。 

 

Ｂ地区 

 優良な工業地域を形成するために、建築物等の用途の制限、建築物の敷

地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築

物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定め

る。 

その他当該地区の

整備・開発及び保

全に関する方針 

緑豊かな周辺の自然との調和及び環境負荷の軽減を図るため、敷地

内の緑化を推進するとともに、周辺の自然環境を保全するため、公共

緑地又は緩衝緑地帯を設ける。 

 また、周辺の自然環境と調和し、良好な景観の形成を図るため建築

物等の外観の制限を定める。 

地
区
整
備
計
画 

 

地区

施設

の配

置及

び規

模 

道  路 

Ａ－１地区 

幹線道路 幅員  １６ｍ  延長約２，７００ｍ 

 区画道路 幅員  １２ｍ  延長約１，０００ｍ 

      幅員  １０ｍ  延長  約８００ｍ 

      幅員   ９ｍ  延長  約７００ｍ 

 

 

 

 

 

公園、緑地、広場そ

の他の公共空地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ－１地区 

公園 ２箇所  約５９，１００㎡ 

公共緑地   約２１５，８００㎡ 

分譲緑地     約８，０００㎡ 

グリーンベルト 幅員 ２．５ｍ 約２０，２００㎡ 

 道路境界から幅２．５ｍの敷地は、グリーンベルトとして緑化を図

る。ただし、出入り口、守衛所及び油除去装置等の施設については、

この限りでない。 

 調整池  ３箇所 約３８，３００㎡ 

 ため池  ２箇所  約５，６００㎡ 

 

Ａ－２地区 

公共緑地   約１，２００㎡ 

グリーンベルト 幅員 ２．５ｍ 約８００㎡ 

 道路境界から幅２．５ｍの敷地は、グリーンベルトとして緑化を図る。

ただし、出入り口、守衛所及び油除去装置等の施設については、この限り

でない。 

区 域 の 整

備・開発及

び保全の方

針 



 

 

公園、緑地、広場そ

の他の公共空地 

 

 

Ｂ地区 

 緩衝緑地帯１号 幅員 １０ｍ 延長   約２５０ｍ 

 緩衝緑地帯２号 幅員  ５ｍ 延長   約１２０ｍ 

    緩衝緑地帯の２分の１以上を高木植栽とする。 

ただし、出入り口、守衛所及び油除去装置等の施設 

については、この限りでない。 

 公園       約１，９００㎡ 

 公共緑地    約２２，８００㎡ 

    Ｂ地区の外周から幅５ｍの緑地は高木植栽とする。 

 分譲緑地       約４００㎡ 

 調整池      約３，６００㎡ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地
区
の
区
分 

区分の名称 
Ａ－１地区 

（工業専用地域） 

Ａ－２地区 

（工業専用地域） 

Ｂ地区 

（工業地域） 

区分の面積 約９０．１ｈａ  約１．２ｈａ 約９．１ｈａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の用途の

制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の各号のいずれかに

該当する建築物は建築

してはならない。 

１ 神社、寺院、教会そ

の他これらに類する

もの 

２ 診療所 

３ 老人福祉センタ

ー、児童厚生施設そ

の他これらに類する

もの 

４ 自動車教習所 

５ 畜舎 

６ カラオケボックス

その他これらに類す

るもの 

７ 公衆浴場 

８ 展示場 

９ 火葬、墓地管理業、

冠婚葬祭業の用に供

する建築物 

― 次の各号のいずれかに

該当する建築物は建築

してはならない。 

１ 住宅 

２ 共同住宅、寄宿舎

（当該地区内にて事

業を営む企業の従業

員の用に供する寄宿

舎を除く。）又は下宿 

３ 老人ホーム、福祉

ホームその他これら

に類するもの 

４ 物品販売業を営む

店舗（その用途に供

する部分の床面積の

合計が１５０㎡以下

のもので、当該地区

内の工場で製造、加

工する製品を主に販

売又は提供する施設

を除く。）又は飲食店 

地区

施設

の配

置及

び規

模 

地 

区 

整 

備 

計 

画 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の用途の

制限 

 

 

１０ 風俗営業等の規

制及び業務の適正化

等に関する法律（昭

和２３年法律第１２

２号）第２条第１項

第３号に規定する営

業を営む施設 

１１ 廃棄物の処理及

び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第

１３７号）に規定す

る一般廃棄物、産業

廃棄物の処理業の用

に供する建築物 

１２ 火薬類取締法

（昭和２５年法律第

１４９号）第２条に

規定する火薬類の貯

蔵又は処理に供する

もの 

 

 ５ 図書館、博物館そ

の他これらに類する

もの 

６ ボーリング場、ス

ケート場、水泳場そ

の他これらに類する

建築基準法施行令

（昭和２５年政令第

３３８号）第１３０

条の６の２で定める

運動施設 

７ マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券販売所、

場外車券売場その他

これらに類するもの 

８ 神社、寺院、教会

その他これらに類す

るもの 

９ 診療所 

１０ 老人福祉センタ

ー、児童厚生施設そ

の他これらに類する

もの 

１１ 自動車教習所 

１２ 畜舎 

１３ カラオケボック

スその他これらに類

するもの 

１４ 公衆浴場 

１５ 展示場 

１６ 遊技場 

１７ 火葬、墓地管理

業、冠婚葬祭業の用

に供する建築物 

１８ 風俗営業等の規

制及び業務の適正化

等に関する法律（昭

和２３年法律第１２

２号）第２条第１項

第３号に規定する営

業を営む施設 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地 

区 

整 

備 

計 

画 



１９ 廃棄物の処理及

び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第

１３７号）に規定す

る一般廃棄物、産業

廃棄物の処理業の用

に供する建築物 

２０ 火薬類取締法

（昭和２５年法律第

１４９号）第２条に

規定する火薬類の貯

蔵又は処理に供する

もの 

建築物の敷地面積

の最低限度 

建築物の敷地面積の最低限度は、３，０００

㎡とする。 

建築物の敷地面積の

最低限度は、５，０

００㎡とする。 

壁 面 の

位 置 の

制限 

道路境

界との

距離 

建築物の外壁又はこれに類する柱の面から

道路境界線までの距離は、道路境界線から

４．０ｍ以上としなければならない。（なお、

公共桝及び防火水槽用地は当該敷地の一部と

みなす。） 

 ただし、延べ面積３０㎡以内の物置、その

他の付属建築物については、この限りでな

い。 

建築物の外壁又はこ

れに類する柱の面から

の距離については次に

掲げるとおりとする。 

ただし、延べ面積３

０㎡以内の物置、その

他の付属建築物につい

ては、この限りでな

い。 

（１）緩衝緑地帯まで

の水平距離は２ｍ以

上としなければなら

ない。 

（２）道路境界までの

水平距離は４ｍ以上

としなければならな

い。 

（３）隣地境界までの

水平距離は２ｍ以上

としなければならな

い。 

（４）公共緑地境界ま

での水平距離は２ｍ以

上としなければならな

い。 

隣地境

界線と

の距離 

 建築物の外壁又はこれに類する柱の面から

隣地境界線までの距離は、隣地境界線から

２．０ｍ以上としなければならない。（な

お、公共桝及び防火水槽用地は当該敷地の一

部とみなす。） 

 ただし、延べ面積３０㎡以内の物置、その

他の付属建築物については、この限りでな

い。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

建築物等の用途の

制限 

建
築
物
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建築物等の高さの

最高限度 

― １ 建築物等の高さの

最高限度は、３０ｍと

する。 

２ 前号の建築物の高

さの算定方法は、次に

定めるところによる。 

（１） 階段室、昇降

機塔、装飾塔、物見

塔、屋窓その他これら

に類する建築物の屋上

部分は、当該建築物の

高さに算入しない。 

（２） 棟飾、防火壁

の屋上突出部その他こ

れらに類する屋上突出

物は、当該建築物の高

さに算入しない。 

３ 前号（１）、（２）に

定める部分及び建築物

と一体となって屋上に

設置する工作物、建築

設備（避雷針を除く。）

の高さは５ｍ以下とす

る。 

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

制限を受ける建築物及び工作物は、建築物にあっては、建築物の新築、

増築、改築又は移転において、高さが 15ｍを超えるもの、又は建築面積

が 1,000 ㎡を超えるもの。建築物の外観を変更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更においては、高さが 15ｍを超えるもの、又は

建築面積が 1,000㎡を超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象

となる面積が各立面の面積の３分の１を超えるもの。工作物にあっては、

工作物の建築物の新築、増築、改築又は移転において、高さが 15ｍを超

えるもの。工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色

彩の変更においては、高さが 15ｍを超えるもので、その外観のうち、当

該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の３分の１を超えるものを対

象とする。 

建築物及び工作物の色彩は、田園風景と調和し落ち着きのある色調とす

る。 

(1) 外観の各立面の色彩（着色していない石、木、土、レンガ及びコ 

ンクリート等の素材で仕上げる外観の部分を除く。以下同じ。）は、 

各立面の面積の３分の１を超える部分については、刺激的な装飾 

（光又は明かりを用い、点滅する装置を含む。以下同じ。）を避け、 

周辺の眺望・景観と調和するよう、次に掲げるマンセル表色系の範 

囲は使用しない。 

地 

区 
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備 

計 

画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

 



 

(2) 看板の設置場所は、自己の敷地内とし、１事業所につき、２基以内 

とし、看板の表示は最小限のものとする。 

(3) 建築物を利用して看板を配置する場合には、建築物との調和を考慮 

する。 

色相 明度 彩度 

7.5R から 7.5Y ― 

（全て） 

６を超える 

7.5RP から 7.5R 

(7.5R は含まない) 

7.5Y から 7.5GY 

(7.5Y は含まない) 

― 

（全て） 

4 を超える 

7.5GY から 7.5RP 

(7.5GY 及び 7.5RP は 

含まない) 

― 

（全て） 

2 を超える 

垣又は柵の構造の

制限 

道路及び隣地境界線沿いに設置する垣又は柵は、見通しのきく生垣、金

網、その他これらに類するものとし、高さは２．０ｍ以下、基礎の高さは、

敷地から０．６ｍ以下とすること。 

また、門の高さは２．０ｍ以下、基礎の高さは、敷地から０．６ｍ以下

とし門塀の長さは、出入口の幅に２．０ｍを加えた長さを限度とする。 

備   考 
 

 

「区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図及び地区区分図表示のとおり。」 

 

理由  周辺の自然との調和に配慮した良好な工業団地として、環境の維持・増進をより一層進め

るとともに、適正かつ合理的な土地利用を図るため、本地区計画を変更するものです。 


